
　

今
年
４
月
か
ら
、
国
民
年
金
第
1
号
被

保
険
者
が
出
産
し
た
際
に
、
申
請
に
よ
り

出
産
前
後
の
一
定
期
間
の
国
民
年
金
保
険

料
が
免
除
さ
れ
る
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。

◆
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
期
間

　

出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属

す
る
月
の
前
月
か
ら
４
か
月
間
の
保

４
月
分
か
ら
が
対
象

「
産
前
産
後
」国
民
年
金
保
険
料
が
免
除

険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
多

胎
妊
娠
の
場
合
は
、
出
産
予
定
日
ま

た
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
３
か
月

前
か
ら
６
か
月
間
が
免
除
さ
れ
ま
す

（
＝
上
表
）。

※
出
産
と
は
、
妊
娠
85
日（
４
か
月
）

以
上
の
出
産
を
言
い
、
死
産
、
流
産
、

早
産
さ
れ
た
人
を
含
み
ま
す
。

◆
対
象

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
で
、

出
産
日
が
平
成
31
年
２
月
１
日
以
降

の
人

◆
申
請
方
法

　

出
産
予
定
日
の
６
か
月
前
か
ら
申

請
で
き
ま
す
。

　

市
役
所
１
階
市
民
課
ま
た
は
野
栄

総
合
支
所
に
所
定
の
申
請
書
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
、
窓
口

に
備
え
付
け
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
出
産
前
に
申
請
す
る
場
合

は
、
母
子
健
康
手
帳
を
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

問
市
民
課
国
保
年
金
班

☎
73
・
０
０
８
６

問
佐
原
年
金
事
務
所
☎
０
４
７
８
・

54
・
１
４
４
２
、
市
民
課
国
保
年
金

班
☎
73
・
０
０
８
６

　

平
成
31
年
度
の
国
民

年
金
保
険
料
が
月
額

１
万
６
４
１
０
円
に
改

定
さ
れ
ま
し
た
。

　

保
険
料
は
、
納
付
書

を
使
用
す
る
他
に
、
便

利
な
口
座
振
替
や
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付

（
要
申
し
込
み
）、
電
子

納
付
で
も
納
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

◆
お
得
な
前
納
制
度

　

保
険
料
を
ま
と
め
て
前
払
い
す
る

と
割
引
に
な
る
「
前
納
制
度
」
が
あ

り
ま
す
。
割
引
額
は
納
付
期
間
に
よ

り
異
な
り
ま
す（
＝
左
表
）。

　

こ
の
他
、
将
来
の
年
金
額
が
増
や

せ
る
「
付
加
年
金
」
や
「
国
民
年
金
基

金
」
も
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
左
記

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆産前産後の免除期間の例
２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

３月に出産
出産日

６月に出産予定
出産日

６月に多胎で出産
予定

出産日

…産前産後期間

保険料免除保険料免除

保険料免除保険料免除

保険料免除保険料免除

国民年金保険料国民年金保険料
16,410円に改定

◆前納期間と割引額

前納期間 前納額 割引額

２年前納
※要申し込み

380,880円 14,520円

１年前納 193,420円 3,500円

６か月前納 97,660円 800円

※いずれも現金納付の場合。「２年前納」は32年
度保険料を16,540円として算出しています。

市では、婚活支援事業の一環として、
婚活を行う皆さんをより一層支援する
「婚活サポーター制度」を実施しています。
婚活サポーターが皆さんの出会いを後押しします。
ぜひ利用してみませんか。

●出会いの創出
　（異性のご紹介、お見合いセッティングなど）
●婚活や結婚後の生活に関する相談やアドバイス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

◆利用方法
　はじめに利用登録が必要です。所定の申請書にプロ
フィールなどの必要書類を添えて、市役所２階企画課まで
提出してください。登録料は無料です。

　婚活サポーターとして活動していただける人（ボラン
ティア）を募集しています。対象は、20歳以上の市民（既
婚者）で、市が定める要件を満たす人です。

■婚活サポーターによる支援内容 ■あなたも婚活サポーターに

《問い合わせ先》
　婚活サポーター制度の詳細は、下記までお問い合わせ
ください。
企画課まちづくり戦略室

☎73－0081、 k－senryaku@city.sosa.lg.jp

婚活サポーター
　勝又 康之 さん

皆さんの素敵な出会
いのために、少しで
もお役に立てれば幸
いです。お気軽にご
相談ください。

相
談
は

相
談
は

お
気
軽
に

お
気
軽
に

をご利用くださいををを
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　今年７月１日から、生涯学習センターの利用
申し込みの受け付け開始日を変更します。変更
後は、市民からの申し込み受付期間が延長され、
宿泊施設に市内・市外の別が設定されます。

問生涯学習センター☎67－1264

　保健センター（健康管理課）への開設を進
めてきた子育て世代包括支援センターの愛称
が、「なないろ」に決定しました。
　愛称は今年２月に一般募集を行い、計69件
の応募作品の中から厳正な審査の結果、渡邉
菜
な

摘
つみ

さん（登戸）の作品が選ばれました。
　４月１日から「なないろ」で、妊娠期から子
育て期までの総合相談窓口として、子育て世
代をサポートしていきます。お気軽にご相談
ください。

問健康管理課☎73－1200

利用受け付けの開始日が変わります

▼利用申し込みが可能な期間
現在 ６月30日（日）まで 変更後 ７月１日（月）から
●市内居住者
　利用日の２か月前

●市内居住者
　利用日の４か月前

●市外居住者
　利用日の１か月前

●市外居住者
　利用日の１か月前

●民宿などの宿泊施設

　利用日の３か月前

●民宿などの宿泊施設
　【市内】利用日の４か月前
　【市外】利用日の３か月前

生涯学習センター

　

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
で
子
ど
も

を
育
て
て
い
る
人
に
「
児
童
扶
養
手

当
」
が
、
一
定
の
障
が
い
の
あ
る
子

ど
も
を
育
て
て
い
る
人
に
「
特
別
児

童
扶
養
手
当
」が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

手
当
を
受
け
る
に
は
、
父
母
ま
た

は
養
育
者
か
ら
の
申
請
が
必
要
で
す
。

市
役
所
１
階
福
祉
課
ま
た
は
野
栄
総

合
支
所
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
す
で
に
申
請
済
み
の
人
は
、

申
請
不
要
で
す
。

◆
手
当
の
支
給
対
象

▽
児
童
扶
養
手
当

　

こ
の
手
当
は
、
次
の
①
〜
⑧
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
児
童
を
監
護
し

て
い
る
父
ま
た
は
母
、
も
し
く
は
父

　

市
で
は
、
運
転
免
許
証
を
持
た
な

い
高
齢
者
に
対
し
て
、
タ
ク
シ
ー
利

用
料
金
の
一
部
を
助
成
す
る
「
地
域

交
通
利
用
券
」（
タ
ク
シ
ー
利
用
券
）

を
交
付
し
ま
す
。

◆
助
成
額

　

利
用
券
は
１
枚
５
０
０
円
分
で
、

１
か
月
に
付
き
３
枚
を
交
付
し
ま
す
。

　

交
付
枚
数
は
申
請
の
あ
っ
た
月
に

よ
り
異
な
り
ま
す
が
、
４
月
中
の
申

請
で
最
大
36
枚
、
総
額
１
万
８
０
０

０
円
分
に
な
り
ま
す
。

※
タ
ク
シ
ー
料
金
の
支
払
時
に
、
利

用
券
を
使
用
し
た
分
が
料
金
か
ら
差

し
引
か
れ
ま
す
（
料
金
を
超
過
し
て

使
用
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
）。

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

受
給
に
は
申
請
が
必
要
で
す

高
齢
者
の
移
動
支
援
に

タ
ク
シ
ー
利
用
券
を
交
付
し
ま
す

ま
た
は
母
に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童
を

養
育
し
て
い
る
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

①
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童 

③
父
ま
た
は
母
が
重
度
（
国
民
年
金

の
障
害
等
級
１
級
程
度
）
の
障
が
い

に
あ
る
児
童 

④
父
ま
た
は
母
の
生

死
が
明
ら
か
で
な
い
児
童 

⑤
父
ま

た
は
母
か
ら
引
き
続
き
１
年
以
上
遺

棄
さ
れ
て
い
る
児
童 

⑥
父
ま
た
は

母
が
裁
判
所
か
ら
の
Ｄ
Ｖ
保
護
命
令

を
受
け
た
児
童 
⑦
父
ま
た
は
母
が

法
令
に
よ
り
引
き
続
き
１
年
以
上
拘

禁
さ
れ
て
い
る
児
童 
⑧
未
婚
の
母

の
児
童

　

手
当
は
、
児
童
が
18
歳
に
達
し
た

◆
対
象

　

申
請
時
点
で
次
の
①
〜
⑤
の
全
て

の
条
件
を
満
た
す
人
が
対
象
で
す
。

　

①
市
内
居
住
者
で
本
市
の
住
民
基

本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
75
歳
以

上
の
人 

②
運
転
免
許
証
の
交
付
を

受
け
て
い
な
い
こ
と 

③
市
の
福
祉

タ
ク
シ
ー
利
用
券
や
外
出
支
援
サ
ー

ビ
ス
利
用
券
の
交
付
を
受
け
て
い
な

い
こ
と 

④
生
活
保
護
法
に
よ
る
保

護
を
受
け
て
い
な
い
こ
と 

⑤
市
税

な
ど
の
滞
納
が
な
い
こ
と

◆
申
請
方
法

　

次
の
①
②
を
お
持
ち
に
な
り
、
市

役
所
1
階
環
境
生
活
課
ま
た
は
野
栄

総
合
支
所
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

①
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
な

ど
対
象
者
の
氏
名
・
住
所
・
生
年
月

日
を
確
認
で
き
る
も
の 

②
印
鑑

　

申
請
の
際
に
は
、
資
格
要
件
の
確

認
の
た
め
、
対
象
者
本
人
の
同
意
が

必
要
で
す
。

※
有
効
期
間
は
平
成
32
（
２
０
２

０
）年
３
月
末
ま
で
で
す
。

◆
利
用
券
取
り
扱
い
タ
ク
シ
ー
会
社

・
匝
瑳
タ
ク
シ
ー
（
株
）　

・（
有
）

八
日
市
場
タ
ク
シ
ー　

・（
有
）
サ

サ
モ
ト　

・（
有
）干
潟
タ
ク
シ
ー

問
環
境
生
活
課
市
民
協
働
班

☎
73
・
０
０
８
８

年
度
末
ま
で
支
給
さ
れ
ま
す
（
心
身

に
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
場
合
は
20

歳
に
達
す
る
ま
で
）。

▽
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

こ
の
手
当
は
、
身
体
や
精
神
に
一

定
の
障
が
い
の
あ
る
児
童
を
監
護
し

て
い
る
父
母
ま
た
は
養
育
者
に
支
給

さ
れ
ま
す
。

　

手
当
は
、
児
童
が
20
歳
に
達
す
る

ま
で
支
給
さ
れ
ま
す
。

◆
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
例

　

両
手
当
と
も
、
国
内
に
住
所
が
な

い
と
き
や
児
童
福
祉
施
設
に
入
所
し

て
い
る
と
き
な
ど
、
一
定
の
事
由
に

該
当
す
る
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
所
得
に
よ
り
支
給
が
制
限

ま
た
は
停
止
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

問
福
祉
課
☎
73
・
０
０
９
６
、
野
栄

総
合
支
所
☎
67
・
３
１
１
１

「なないろ」で
子育てをサポート

子育て世代
包括支援センター

愛称
決定

母子保健型
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